
令和５年７月31日
障害者計画・第７期障害福祉計画専門部会

資料４

基本施策
（長期計・調整

計画）

施策（長期計
画・調整計画）

長期計画
の記載

（実行計画事業・展望計画
事業）

施策（案）
連
番

前
回

連
番

今
回

計画記載事業（案） 改定の方向性

「健康長寿
のまち武蔵
野」の推進

「食」に関するセルフ
マネジメントとライフ
ステージに応じた支
援

健康づくりや食育支援の
推進

1 新 1 健康づくりや食育支援の推進

・市で実施している特定健康診査やがん検診の啓発
・障害児(者)が日中通所している施設職員（主にデイ
サービス：生活介護、児童発達支援）に対する口腔ケア
（摂食嚥下やブラッシング指導等）に関する助言支援の
継続実施

2 2
まちぐるみの支え合いの仕組み
づくりの推進

・当事者や地域活動支援センター、障害福祉サービス事
業所が地域活動団体（コミセン、テンミリオン、地域社協
等）と相互に交流し、理解を深め、つながるための仕組
みづくり
・地域社協の出前講座の充実と活用
・各地域活動支援センターと地域社協との交流（市民社
協からの支援も含む）
・市内各事業所への地域活動団体の周知や行事への参
加を促し、当事者が地域で活躍できる場を提案

3 3
ボランティアの育成と活動支援
の推進

・共助を促進するための研修などを検討
・市民社協（ボランティアセンター）との連携・協力を図り
ながら、障害分野に携わるボランティア団体のニーズ把
握し、各団体への活動支援
・地域活動支援センターを中心とした福祉活動に係るボ
ランティアの育成

4 拡 4 地域共生社会の更なる推進

5 5 障害者差別解消の推進
・庁内における合理的配慮の推進
・合理的配慮についての周知啓発

6 6 拡
心のバリアフリーハンドブックの
活用と出前講座の充実

令和４年度に改訂した心のバリアフリーハンドブックを活
用した事業の推進と出前講座の充実

施策の体系について
（イメージ案）

まちぐるみの
支え合いを
実現するた
めの取組み

地域共生社
会の実現に
向けた取組
みの推進

心のバリアフリー事
業の推進

心のバリアフリー事業の
推進

武蔵野市な
らではの互
助・共助の
取組み

市民が主体となる地
域活動の推進

市民が主体となる地域
活動の推進
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基本施策
（長期計・調整

計画）

施策（長期計
画・調整計画）

長期計画
の記載

（実行計画事業・展望計画
事業）

施策（案）
連
番

前
回

連
番

今
回

計画記載事業（案） 改定の方向性

心のバリアフリー事
業の推進

心のバリアフリー事業の
推進

7 7
ヘルプマーク・ヘルプカードの普
及啓発の推進

障害者差別解消の
推進

情報保障の充実 8 8 拡 情報保障の充実
・障害特性に配慮した分かりやすい情報提供（ホーム
ページの充実等）
・デジタル技術を活用した情報保障の研究

9 9 在宅医療と介護連携の強化

10 拡 10
在宅人工呼吸器使用者等への
災害時個別支援計画の作成

災害時を想定して、行政と訪問看護事業所、在宅介護支
援者達が必要な物品の準備を行ったり、発災時の心構
え等を事前に情報共有することで、在宅での避難生活を
支援できる体制を図る。

11 11
地域移行・地域定着の支援体制
の強化

・協議の場を設置
・長期入院者の減少に向けた実態把握
・国の支援メニューの実施検討

12 12 依存症対策の理解促進
・市及び事業所職員の研修の実施
・市民への普及啓発事業の実施

13 新
精神保健に関する相談体制の整
備

精神保健に課題を抱える相談についての関係部署との
連携

14 新 14
重層的な相談体制の機能強化と
各機関の役割の明確化

・基幹相談支援センター、地域活動支援センター、相談
支援事業所それぞれの役割の明確化（詳細は重点１に
記載）
・他分野の相談支援部門（高齢、生活困窮、母子保健、
子育て等）との連携強化

15 15 拡 相談支援事業所の支援
・相談支援専門員事業所連絡会の創設
・ガイドラインの活用も含めた研修機会の充実
・障害特性に応じた専門性を持った相談員の人材確保

まちぐるみの
支え合いを
実現するた
めの取組み

相談支援体制の強化
重層的な相談支援
体制とネットワーク
の構築

安心して暮ら
し続けられる
ための相談
支援体制の
充実

包括的な相
談支援体制
の充実とネッ
トワークの強
化

保健・医療・介護・福祉
の連携の推進

医療・介護ニーズに
対応するための在宅
医療・介護連携事業
の推進

在宅生活を
支える医療・
介護の連携

生命と健康
を守る地域
医療充実へ
の取組みと
連携の強化

地域共生社
会の実現に
向けた取組
みの推進
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基本施策
（長期計・調整

計画）

施策（長期計
画・調整計画）

長期計画
の記載

（実行計画事業・展望計画
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施策（案）
連
番

前
回

連
番

今
回

計画記載事業（案） 改定の方向性

16 新 分かりやすい相談窓口の周知
・ホームページや広報誌つながりを活用した相談窓口の
周知
・相談窓口のリーフレットなどの作成

17 新
精神保健に関する相談体制の整
備【再掲】

精神保健に課題を抱える相談についての関係部署との
連携

17 18
難病患者向けの相談支援体制
の充実

東京都多摩難病相談・支援室、多摩府中保健所と連携
した相談支援体制の充実

18 19
ゆるやかで多様な就労も含めた
障害者雇用の推進

短時間就労など、ゆるやかで多様な就労のあり方も含め
た、障害者雇用促進に向けた取組みの検討

19 20 障害者庁内実習の推進

20 21 拡 就労支援ネットワークの強化
あいるを中心に就労移行事業所や医療機関などとの
ネットワークの強化及び産業分野等他分野との連携

21 22
通所後や放課後等の居場所の
確保

通所後や放課後等の居場所事業を担う人材確保と支援

22 23
文化・スポーツ・芸術活動の充実
に向けた環境整備

他部署との連携や関係機関との情報共有と合理的配慮
の提供、だれもが文化やスポーツ、芸術活動を楽しめる
環境づくり

23 24
ネットワークを活かした地域生活
支援拠点の段階的整備

地域生活支援ステーションわくらす武蔵野を基軸とした
地域生活支援拠点の段階的整備（①相談　②体験の機
会・場　③緊急時の受入れ・対応　④専門性　⑤地域の
体制づくり）

24 25
失語症者などの高次脳機能障害
者への継続した支援

統合再編した失語症者への支援事業の継続的実施（相
談、機能訓練、デイサービス、ボランティア養成支援）

26
地域移行・地域定着の支援体制
の強化【再掲】

・協議の場を設置
・長期入院者の減少に向けた実態把握
・国の支援メニューの実施検討

27 新 住居に関する取組み
・グループホーム整備への継続的支援
（住宅費助成、グループホーム等家賃助成）
・民間住宅への入居支援に関する取組み

安心して暮ら
し続けられる
ための相談
支援体制の
充実 障害のある

全ての人が
自分らしい
生活を送る
ための取組
み

在宅生活を支援する
サービスの充実

地域生活支援の充実

包括的な相
談支援体制
の充実とネッ
トワークの強
化

社会参加の充実

社会参加を促進する
ための障害の特性
に応じた取組みの充
実

相談支援体制の強化
重層的な相談支援
体制とネットワーク
の構築
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（長期計・調整

計画）

施策（長期計
画・調整計画）

長期計画
の記載

（実行計画事業・展望計画
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施策（案）
連
番

前
回

連
番

今
回

計画記載事業（案） 改定の方向性

障害のある
全ての人が
自分らしい
生活を送る
ための取組
み

在宅生活を支援する
サービスの充実

地域生活支援の充実 28 新
通所後や放課後等の居場所の
確保【再掲】

通所後や放課後等の居場所事業を担う人材確保と支援

権利擁護と成年後
見制度の利用促進

成年後見制度の利用促
進

25 29 成年後見制度の利用促進 意思決定支援を含めた成年後見制度の普及啓発

虐待防止の推進 虐待防止の推進 26 30 虐待防止の推進
・虐待の早期発見と適切な援助に向けた連携促進
・事業所を対象とした研修の実施

27 新 31
潜在的な支援ニーズの把握方法
の検討

28 32
見守り・孤立防止ネットワーク連
絡協議会との連携強化

29 33
市民こころの健康相談事業の推
進

精神保健相談支援体制の構築

30 新 34 在宅避難の推進 在宅避難時の不安軽減に向けた情報提供の推進

31 拡 35
在宅人工呼吸器使用者等への
災害時個別支援計画の作成【再
掲】

災害時を想定した、行政と訪問看護事業所、在宅介護
支援者等による必要な物品の準備や、発災時の心構え
等の事前の情報共有による、在宅での避難生活の支援
体制づくりの推進

32 36 福祉避難所の支援物品の充実 各福祉避難所の支援物品の見直しと拡充

34 新 37
地域福祉活動における多様な人
材の育成と活用に向けた取組み

市民の主体的な地域福祉活動に対する支援

新 38 ペアレントメンターの活動支援

福祉人材の
確保と育成
に向けた取
組み

災害時に配慮を必要と
する市民への支援

災害時に配慮を必
要とする市民への支
援

災害時に支
え合える体
制づくりの支
援

地域における見守り
や孤立防止のため
の取組み

見守りや孤立防止の推
進

見守り・孤立
防止とこころ
の健康づくり
の推進

安心して暮ら
し続けられる
ための相談
支援体制の
充実

権利擁護と
成年後見制
度の利用促
進

市民の主体的な地域福
祉活動に対する支援
（人材の育成）

地域を支える福祉人
材の発掘と育成

地域を支え
る福祉活動
を担う人材
の拡大
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基本施策
（長期計・調整

計画）

施策（長期計
画・調整計画）

長期計画
の記載

（実行計画事業・展望計画
事業）

施策（案）
連
番

前
回

連
番

今
回

計画記載事業（案） 改定の方向性

39 新 ピアサポーターの育成の検討

40 新
時代の要請にあわせた障害者福
祉センターの改築

障害のある方の地域活動や社会参加のほか、当事者及
び団体を支援する障害者福祉センターについて計画的
に改築事業を進める。

35 41 相談支援事業所の支援【再掲】
・相談支援専門員事業所連絡会の創設
・ガイドラインの活用も含めた研修機会の充実
・障害特性に応じた専門性を持った相談員の人材確保

37 42
武蔵野市地域包括ケア人材育
成センターとの連携

地域包括ケア人材育成センター主催の研修に関する事
業所への周知

38 新 43
「介護職・看護職Reスタート支援
金事業」の継続実施

39 44
肢体不自由児等を対象とした放
課後等デイサービス事業の安定
した運営

肢体不自由児や医療的ケア児を対象とした放課後等デ
イサービス施設「パレット」の安定的な運営を図る

40 新 45
時代の要請にあわせた障害者福
祉センターの改築【再掲】

障害のある方の地域活動や社会参加のほか、当事者及
び団体を支援する障害者福祉センターについて計画的
な改築事業の実施。

42 46 拡 地域療育支援体制の強化
国の構造改革特区を活用した児童発達支援センターみ
どりのこども館において、それぞれの子どもの発達段階
に応じた支援体制を強化する。

43 新 47 包括的支援体制の整備
保健センター大規模改修及び複合施設整備事業を契機
とした切れ目のない相談支援体制の構築。

放課後等デイサービス
の充実

45 48
放課後等デイサービスの質の向
上

福祉人材の
確保と育成
に向けた取
組み

地域を支え
る福祉活動
を担う人材
の拡大

地域を支える福祉人
材の発掘と育成

子どもと子育
て家庭への
切れ目のな
い相談支援
体制等の構
築

子どもたち
が希望を持
ち健やかに
過ごせるま
ちづくり

新しい福祉
サービスの
整備

複合的なニーズに対
応する新しい施設整
備の推進

地域共生社
会に対応す
るサービス・
施設の整備

福祉人材の確保
（人材の育成）

市民の主体的な地域福
祉活動に対する支援
（人材の育成）

児童発達支援センター
みどりのこども館による
子どもの発達支援の強
化

児童発達支援セン
ターみどりのこども
館による子どもの発
達支援の強化

誇りとやりが
いを持って
働き続ける
ための福祉
人材の確保
と育成・質の
向上

高齢者や障害者本
人とその家族を支え
る人材の確保・育成

障害者施設の利活用
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放課後等デイサービス
の充実

46 49
肢体不自由児等を対象とした放
課後等デイサービス事業の運営
【再掲】

肢体不自由児や医療的ケア児を対象とした放課後等デ
イサービス施設「パレット」の安定的な運営を図る。

保育士等の研修の充実 47 50 保育士等の研修の充実
保育士や幼稚園教諭などの発達支援に関するスキル
アップのため、研修等の充実を図る。

ペアレントメンターの活
動支援

48 新 51
ペアレントメンターの活動支援
【再掲】

児童発達支援セン
ターみどりのこども
館による子どもの発
達支援の強化

子どもと子育
て家庭への
切れ目のな
い相談支援
体制等の構
築

子どもたち
が希望を持
ち健やかに
過ごせるま
ちづくり
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